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町からのお知らせ

有
料
広
告

  「
森
林
経
営
管
理
制
度
」
が 

　
　
　
　
　
　
　
　
　

ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
！

　

森
林
の
適
切
な
経
営
や
管
理
が
行

わ
れ
な
い
と
、
土
砂
災
害
の
防
止
や

水
源
涵
養
等
へ
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と

が
懸
念
さ
れ
ま
す
。
こ
の
た
め
平
成

31
年
４
月
か
ら
「
森
林
経
営
管
理
制

度
」
が
ス
タ
ー
ト
し
森
林
の
適
切
な

経
営
や
管
理
を
進
め
る
こ
と
と
し
て

い
ま
す
。

▽
森
林
経
営
管
理
制
度
の
概
要

①
森
林
を
適
切
に
管
理
し
て
い
く
為

に
、
森
林
所
有
者
が
、
所
有
し
て
い

る
森
林
を
適
切
に
経
営
や
管
理
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
明
確
化

さ
れ
ま
し
た
。

②
町
は
、
経
営
や
管
理
が
行
わ
れ
て

い
な
い
森
林
を
対
象
に
森
林
所
有
者

の
意
向
を
確
認
し
ま
す
。

③
森
林
所
有
者
が
自
ら
経
営
や
管
理

を
続
け
る
こ
と
が
難
し
い
場
合
に

は
、町
は
森
林
所
有
者
と
相
談
を
し
、

必
要
に
応
じ
今
後
の
経
営
管
理
の
計

画
を
定
め
、
計
画
を
実
施
す
る
た
め

の
権
利
を
町
に
設
定
（
経
営
管
理
を

委
託
）
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

④
町
は
、
森
林
の
経
営
管
理
を
実
施

す
る
た
め
、
林
業
経
営
者
に
経
営
を

再
委
託
す
る
か
、
町
が
直
接
管
理
し

ま
す
。

※
問
合
せ
先

　

産
業
振
興
課　

農
林
業
振
興
係

　

☎
９
２

－

７
９
４
５

  

令
和
元
年
度
か
ら
森
林
環
境
贈
与
税
の 

　
　
　
　
　
　

町
へ
の
交
付
が
開
始
さ
れ
ま
す

　

温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
削
減
や
災

害
防
止
等
を
図
る
為
、「
森
林
環
境

税
」
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。
令
和
６

年
度
か
ら
町
民
税
・
県
民
税
と
併
せ

た
課
税
と
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
先

立
っ
て
令
和
元
年
度
か
ら
「
森
林
環

境
譲
与
税
」
と
し
て
国
か
ら
県
市
町

村
へ
配
分
さ
れ
ま
す
。

　

町
で
は
こ
の
財
源
を
活
用
し
、
こ

れ
ま
で
の
既
存
事
業
で
は
取
り
組
め

な
か
っ
た
未
整
備
林
の
環
境
整
備

（
森
林
の
間
伐
や
林
業
の
人
材
育
成
・

担
い
手
の
確
保
、
木
材
利
用
の
促
進

や
啓
発
等
）
を
進
め
て
い
く
こ
と
と

し
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
町
で
は
、
森
林
環
境
譲
与
税

の
使
途
に
つ
い
て
町
内
の
皆
さ
ま

（
森
林
所
有
者
以
外
の
方
も
含
む
）

の
意
見
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
ご
意

見
・
ご
要
望
が
あ
る
方
は
産
業
振
興

課
ま
で
お
知
ら
せ
下
さ
い
。

※
問
合
せ
先

　

産
業
振
興
課　

農
林
業
振
興
係

　

☎
９
２

－

７
９
４
５

森
林
所
有
者

基
山
町

林業経営者

基山町が管理

所有の意向調査

経営管理を委託

経営管理を
再委託

令和６年度から施行 令和元年度から施行

交付税及び譲与税配布金特別会計

都道府県

市町村

森林環境税

森林環境譲与税

都道府県 市町村

国税 1,000 円 / 人・年 市町への支援

①森林整備
②人材育成・担い手育成
③木材利用の促進、
　普及啓発等
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令
和
元
年
度 

第
２
回  

　

ま
ち
づ
く
り
推
進
審
議
会
を
開
催
し
ま
す

　

基
山
町
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
第

27
条
に
よ
り
設
置
を
規
定
さ
れ
て
い

る
、
ま
ち
づ
く
り
推
進
審
議
会
を
開

催
し
ま
す
。

▽
開
催
日

　

７
月
25
日
（
木
）
午
後
２
時
か
ら

▽
場
所　

役
場
２
階
２
０
２
会
議
室

▽
内
容

・
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
の
見
直
し

の
検
討

▽
審
議
会
委
員
（
９
人
）

　

土
肥　

勲
嗣
（
学
識
経
験
者
）

　

塩
井　

富
子
（
学
識
経
験
者
）

　

木
村　

照
夫
（
学
識
経
験
者
）

　

中
村　

眞
智
子
（
学
識
経
験
者
）

　

渡
辺　

一
正
（
公
募
）

　

山
田　

和
彦
（
公
募
）

　

益
田　

雄
次
（
町
民
活
動
団
体
）

　

冨
山　

茂（
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
）

　

松
隈　

浩
（
事
業
者
）

▽
審
議
会
の
公
開

審
議
会
は
公
開
し
ま
す
。
傍
聴
を

希
望
さ
れ
る
方
は
、
当
日
会
場
へ

お
越
し
く
だ
さ
い
。

※
問
合
せ
先

　

ま
ち
づ
く
り
課　

協
働
推
進
係

　

☎
９
２

－

７
９
３
５

  

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員
の
選
任

　

６
月
の
町
議
会
定
例
会
で
の
同
意

を
得
て
、
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員

会
委
員
に
鳥
飼　

弘
氏
が
選
任
（
再

任
）
さ
れ
ま
し
た
。

　

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
は
、

３
名
の
委
員
で
構
成
さ
れ
、
固
定
資

産
課
税
台
帳
に
登
録
さ
れ
た
価
格
に

関
す
る
不
服
を
審
査
決
定
す
る
た
め

に
設
置
さ
れ
る
委
員
会
で
す
。

※
問
合
せ
先

　

税
務
課

　

☎
９
２

－

７
９
１
８

第４回「山の日」記念登山会を開催！
～ 町制施行 80周年記念 ふるさとの山を知ろう ～

太宰府市四王寺山に登り基
きざん

山と基肄城跡を望み、大宰府政庁跡
と坂本八幡宮を巡りながら、令和の起源と基山とのつながりに
ついて歴史自然散策を行いながら学びます。

日時　８月 11 日（日）　午前７時 30 分出発（午前 11 時 30 分解散予定）
　　　※小雨決行、順延はありません。

集合場所　基山町役場正面玄関  ※駐車無料
コース　令和の起源と基山とのつながりを知るコース（四王寺山までは、バスでの移動）
対象　登山できる方（小学生以下は、高校生以上の引率責任者が同行すること）
定員　20 名（先着順）　　参加料　１人３００円（当日集金）　　　　　　　
申込み方法　８月９日（金）までに申込書を郵送又はＦＡＸで提出してください。 
　　　　　　申込書は、まちづくり課（役場２階）で配布しているほか、
　　　　　　基山町ホームページからもダウンロードできます。

申込み・問合せ先　〒 841-0204　基山町大字宮浦 666 番地　まちづくり課　協働推進係
　　　　　　　　　☎ ９２－７９３５　　　９２－０７４１


